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    記事番号： 1-131

  

  
    公開日 2020年04月01日

  



      
      「ふるさと納税」特産品の協力事業者募集


～自慢の特産品で全国にアピールしてみませんか!?～


ふるさと納税の推進と地元特産品のＰＲ及び販売促進を図るため、ふるさと納税して頂いた寄附者の方々に、自慢の特産品を送付していただける事業者を募集します。


【応募要件】


　●地元特産品の要件

　　次の１から６のいずれかに該当するもので市長が適当と認めたもの

　　１．　市内で栽培、収穫された農作物

　　２．　市内で水揚げされた水産物

　　３．　市内で栽培、収穫された農作物又は水揚げされた水産物を使用して、製造又は加工等された製品

　　４．　市内で製造又は加工等された製品

　　５．　市内で提供されるサービス

　　６．　特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に係る基準等を定める件（平成31年総務省告示第179号）第５条の各号のいずれかに該当するもの（別紙１）




　●協力事業者の要件

　　次の（１）から（３）のいずれにも該当する者

　（１）次の１から７のいずれかに該当する者で市長が適当と認めた者

　　１．　市内で農作物を栽培、収穫している者

　　２．　市内で水産物を水揚げしている者

　　３．　市内で栽培、収穫された農作物又は水揚げされた水産物を使用して、製品の製造又は加工等を行っている者

　　４．　市内で製品の製造又は加工等を行っている者

　　５．　市内でサービスを提供している者

　　６．　市内で地元特産品を販売している者

　　７．　市内で製造又は加工等された製品を販売する者で、市内に事業所がないことがやむを得ないと認められる者

　（※）製造又は加工等には、実質的な変更を加えない単なる農水産物の詰合せや製品の梱包などの簡易な作業は含まないものとする。


　（２）市税の滞納がない者


　（３）八幡浜市暴力団排除条例（平成23年条例第37号）に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させていない者


 


【協力事業者のメリット】


  ●八幡浜市が特産品や協力事業者をＰＲします！

　   八幡浜市のホームページ、各種ふるさと納税ポータルサイトや八幡浜市が作成するパンフレットなどに特産品と協力事業者名を掲載します。


  ●商品の販路拡大につながります！

　   特産品発送時に自社のパンフレットなどを同封することにより、商品の販路拡大につなげることが期待できます。


詳細は「八幡浜市ふるさと納税協力事業者募集要項」でご確認ください。
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この記事に関するお問い合わせ 


総務企画部　政策推進課　ふるさと納税推進室

郵便番号：796-8501

住所：愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号

TEL：0894-21-0408（室直通）

FAX：0894-21-0409

E-Mail：furusatotax@city.yawatahama.ehime.jp



    






          

    
  PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
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八幡浜庁舎〒796-8501愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号アクセスはこちら

保内庁舎〒796-0292愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地

TEL：(0894)22-3111（代表）FAX：(0894)24-0610（代表）その他市の関連施設の連絡先はこちら

開庁時間：午前8時30分から午後5時15分まで（土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日までは除く）
窓口延長業務についてはこちら

法人番号：3000020382043
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